
令和６年３月

東京税関業務部首席通関業監督官

通関業営業報告書
提出・記載要領



提出要領

1. 提出物
（１）通関業営業報告書（税関様式Ｂ第1190号） 1通

（控えが必要な方は2通。NACCS汎用申請にてご提出いただく場合は、
受理通知情報が提出の記録となります。）

（２）貸借対照表 １通 ※

（３）損益計算書 １通 ※

（４）株主資本等変動計算書（繰越利益余剰金が記載されているもの）１通 ※

（５）会社組織図（最新のもの） １通 ※

※「決算報告書」（会社単体のもので、株主総会等に利用するもの）が、
上記（２）から（４）の内容を含んでいる場合、（２）から（４）の
提出に代えて当該決算報告書１通をご提出いただいても結構です。

株主総会による承認前等により提出できない場合は、（案）段階の
書類を添付し、承認後等に正式な書類を提出してください。

2. 留意事項
営業報告書様式のブランクフォーム（Word形式）が税関
ホームページに掲載されておりますのでご活用ください。
https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_B.htm



提出方法及び提出期限

できる限りNACCS汎用申請を
ご利用ください

根拠法令：通関業法第22条第3項

毎年6月30日が提出期限です

1.NACCS汎用申請（業務コード：HYS）

T03：通関業営業報告書（B-1190）

事務処理方法につきましては、ＮＡＣＣＳ掲示板の業務仕様書をご確認ください

2.郵送
送付先 〒135-8615

東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎
東京税関 業務部首席通関業監督官

※控えの返却が必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒等を同封してください。

3.窓口
東京税関 本関3階（東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎）
首席通関業監督官 平日午前9：00～午後5：00

◎提出方法

◎提出期限



宛先税関を忘れずに
ご記載ください

・報告対象となる期間（事業年度の開始日と終了日）をご記
入ください。

・報告対象の事業年度は、例えば令和４年度の報告の場合、
令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に終了す
る各通関業者の皆様の事業年度です。

・決算期途中で通関業の許可を受けた場合は、許可日から事
業年度終了日までとなります。

・ご提出いただく第１表は事業年度末時点の内容を記入して
ください。また、第２表には事業年度中に廃止した営業所
にかかる内訳を含めて記入してください。

会社名をご記載ください。
押印、署名は不要です。

内容について確認させていただく場合があります
ので、実際の作成者の連絡先をご記載ください。

記載要領（B第1190号）

東 京
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記載要領（B第1190号-2）

千円未満の端数処理方法については、決まりはございませんが、
すべての記載箇所で同じ処理をしてください。

損益計算書の「売上高/営業
収入（※費用を差し引く前の
数字）」をご記入ください。

すべての通関営業所の、通関業務取扱台帳
の収受金額の合計額（対象事業年度分）を
ご記入ください。



４

すべての通関営業所の、通関業務取扱
台帳の取扱件数及び収受金額の合計額
（対象事業年度分）をご記入ください。

通関営業所の名称を省略等せずに
記載してください。

東京港営業所 東京税関

横浜港営業所 横浜税関

記載要領（B第1190号-3）



名古屋港営業所

大阪港営業所

名古屋税関

大阪税関

記載要領（B第1190号-3）


